
　

暮
ら
し
て
い
く
中
で
、
健
康
で
あ
る
こ

と
は
一
番
で
す
が
、
突
然
の
け
が
や
病
気

は
、
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
高

齢
に
な
る
と
体
の
機
能
が
低
下
し
、
病
気
が

ち
に
な
る
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
、
高
齢
者
の
心
身
等
を
考
え
た
、

適
切
な
医
療
の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
一
方

で
、
医
療
費
は
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
か

ら
、
国
民
皆
保
険
と
い
う
制
度
を
今
後
も

続
け
な
が
ら
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療

を
受
け
ら
れ
る
制
度
・
体
制
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
は
、
老

人
保
健
制
度
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
高
齢
者
の
医
療
費
が
増
大
す
る
中
、

こ
の
制
度
は
、
保
険
料
の
決
定
者（
各
医

療
保
険
者
）と
医
療
給
付
者（
市
町
村
）が

別
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
財
政
運
営
の
責

任
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
」、「
現
役
世

代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
が
明
確
に
な
っ

て
い
な
い
」な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
消
す

る
と
と
も
に
、
安
定
し
た
持
続
可
能
な
保

険
財
政
の
運
営
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
市
町
村
単
位
か
ら
都
道
府
県
単
位
へ
と

制
度
を
広
域
化
し
、
都
道
府
県
単
位
で
新

た
に
設
立
さ
れ
る
広
域
連
合
が
制
度
を
運

営
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
来
年
４
月
か
ら
始
ま
る
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
で
、　

歳
以
上
の
皆
さ
ん

７５

を
対
象
と
す
る
独
立
し
た
医
療
制
度
と
な

り
ま
す
。
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高齢者の医療制度の比較
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後期高齢者医療制度老人保健制度制 度

北海道後期高齢者医療
広域連合岩見沢市運 営

老人保健制度に同じ

７５歳以上の方と、６５歳
から７４歳までの方で、
一定程度の障害のある
方

対 象 者

誕生日から誕生日の翌月１日から資 格 の
取 得
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後期高齢者医療の
被保険者証

�

加入している医療保険
の被保険者証と老人保
健受給者証

提 示
するもの

老人保健制度に同じ
医療機関での支払いは
１割負担（ただし、現役
並所得の方は３割負担）

負 担
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市町村を経由して、北
海道後期高齢者医療広
域連合に支払う

�

国保など、加入してい
る保険者に支払う

支 払 先

原則、年金からの天引
き（特別徴収）
それ以外の方は、納付
書または口座振替によ
る納付（普通徴収）

納付書または口座振替
による納付

納付方法
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現役並所得の方とは
　各種控除後の課税所得が年額１４５万円以上であって、
かつ年収が、２人以上の世帯では合計５２０万円以上、１人
の場合は３８３万円以上ある方のこと。
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　平成２０年４月から始まる、後
期高齢者医療制度に関する地域
説明会を行います。
　町会などへの加入・未加入を
問わず、都合のいい日程・会場
で説明が受けられますので、気
軽にご参加ください。

会　　　　　場開　催　日　時

北ふれあいセンター（北３西１１）午前１０時～
１１月２６日�

日の出コミュニティセンター（日の出台３）午後２時～

南コミュニティセンター（南町８０）午前１０時～
１１月２７日�

幌向ほっとかん（幌向南１－１）午後２時～

コミュニティプラザ（有明町南１）午前１０時～
１１月２８日�

栗沢福祉会館（栗沢町北本町１６８）午後２時～

広域総合福祉センター（１１西３）午前１０時～
１１月２９日�

北村農村環境改善センター（北村赤川５９５）午後２時～

  �������	� ���
　皆さんからお問い合せいただいたものの一部を紹介します。

　社会保険等に加入している方の被扶養者の方も、
平成２０年４月からは、社会保険の被扶養者を外れ、
後期高齢者医療に加入し、新たに保険料を納付す
ることとなっています。
　なお現在、保険料の徴収開始時期が検討されて
います。

　本人は７５歳以上なので、国保を脱退して後期高
齢者医療に加入することになり、保険料は年金か
ら天引きとなります。
　一方奥さんは７０歳なので、７５歳まで引き続き国
保に加入することになり、奥さん１人分の保険料
を国保に支払うことになります。

　まず、制度の運営主体である北海道後期高齢者
医療広域連合が保険料率を決定（１１月下旬予定）し
ます。保険料は、その決定した保険料率により、個
人ごとに算定し、平成２０年４月以降に通知します。
　なお保険料率は、決まり次第お知らせします。

　年金から天引きで保険料を徴収する仕組みを特
別徴収と呼びます。この天引きによって、保険料
の支払いのために、個人が窓口まで出向かずに済
むといった利便性や、事務の簡素化といった利点
があります。

　老年医学の高齢期の区分を基に、７５歳以上になる
と、生理的機能の低下や日常生活動作能力の低下に
よる症状が増加するとともに、生活習慣病を原因と
する疾患を中心に、入院による受療が増加するなど
の傾向があり、６５歳以上７４歳以下の方を前期高齢者、
７５歳以上の方を後期高齢者として区分しています。
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